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川石　 睦 さん
むつみ

木村 良  一 さん
りょう いち

　いつもと水道の使い方が変わっていないはずなのに、

使用水量や料金がいつもより多いと感じたら、漏水し

ている可能性があります。ご自分で簡単にできる漏水

のチェックをしてみましょう。

◆漏水をチェックする方法

①お使いになっているすべての蛇口を

閉めてください。

②メーターボックスを開けてメーター

を確認してください。

③パイロットが止まっているか確認し

てください。もし回っていれば、漏

水している可能性があります。

　漏水している場合、メーターから建物内までの部分

の修理は使用者や所有者の負担となりますので、町指

定の給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

　なお、漏水している場所が地中である場合などは、

申請により料金の一部を軽減できる場合があります。

◆問い合わせ　町水道事業所（察８２－３１１１内線２２３）へ。

お家の水道は大丈夫ですか

月に一度は漏水チェックを
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
保
険
料
の
普
通
徴
収
が

７
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
方
法
に

は
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

４
月
か
ら
保
険
料
の
天
引
き
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
４
月
に
特
別
徴
収
さ

れ
な
か
っ
た
方
は
上
記
の
区
分
に
よ

り
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
普
通
徴

収
と
な
る
方
に
は
通
知
書
の
ほ
か
に

「
保
険
料
納
入
通
知
書
・
納
付
書
」
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
の

窓
口
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
　

　
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　
被
用
者
保
険
（
社
会
保
険
、
健
康

保
険
組
合
、
船
員
保
険
、
共
済
組
合
）

の
被
扶
養
者
で
４
月
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
方
は
、

保
険
料
を
新
た
に
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
本
年
度

分
に
つ
い
て
は
負
担
が
急
激
に
増
え

る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
保
険
料
が

年
額
１
７
０
０
円
に
軽
減
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
方
で
年
額
１
７
０
０
円
を
超
え
る

通
知
書
が
届
い
た
場
合
は
、
保
険
料

の
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、

窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
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活
課

国
民
健
康
保
険
担
当
（
察
　－

３

８２

１
１
１
内
線
１
２
４
）
へ
ど
う
ぞ
。

る
特
別
徴
収
と
、
納
付
書
で
納
め
る

普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

方
に
は
す
で
に
「
保
険
料
額
決
定
通

知
書
」
で
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
し
、

平成２０年度の保険料の納付方法区　　　　　　　　　　分

　普通徴収（納付書）による納付となりま

す。対象者には７月に保険料額の決定通

知書と納付書が送付されますので、金融機

関の窓口などで納付してください。

①年金支給額が年額１８万円未満の人

②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が

年金支給額の２分の１を超える人

③年金の差し止めや担保貸付を受けている人

④年金の内払調整を受けている人

⑤施設に入所し、介護保険の住所地特例の対象と

なっている人

　９月までは普通徴収、１０月からは特別徴

収（年金天引き）による納付となります。

対象者には７月に保険料額の決定通知書

と９月分までの納付書が送付されます。

※上記の①～⑤に当てはまる方は、１０月以

降も普通徴収となります。

⑥65歳～74歳で障害認定を受け、３月まで老人

保健制度に加入していた人

⑦昭和７年９月１日～昭和８年４月１日生まれ

の人

⑧３月まで被用者保険（社会保険、健康保険組合、

船員保険、共済組合）に加入していた人

　１０月から特別徴収による納付となります。

９月までは保険料はかかりません。保険

料額の決定通知書は７月に送付します。

※上記の①～⑤に当てはまる方は、普通徴

収となります。

⑨被用者保険に加入していた人の被扶養者

　普通徴収による納付となります。対象

となった月または転入した月以降に送付

される納付書で納めてください。

⑩本年度中に新たに後期高齢者医療制度の対象

となった人または本年度中に町外から転入し

てきた人

◆保険料の納付方法




